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暑熱環境下におけるサッカー活動について（周知）－フットサルおよびビーチサッカーに関するご案内－ 

 

平素より本協会フットサル・ビーチサッカー事業に対し多大なるご理解ならびにご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

11 月 12 日付文書「暑熱環境下におけるサッカー活動について（周知）」でお示ししました暑熱時期における各種の競技会

及び事業の開催方針に関して、フットサルおよびビーチサッカー事業について補足ご案内申し上げます。 

 

 2025 年度以降、JFA の主催・管轄する大会・リーグ戦・フェスティバル等は 7 月・8 月は原則開催しない。 

 ただし、屋内・ナイター・冷涼地等において、熱中症対策ガイドラインに則し、事業に関わる皆様の安全確保が十分

に可能と判断できるような環境下であれば、事業を実施する場合がある。 

 他団体が主催する全国規模の競技会等についても、安心・安全な環境が確保できるようカレンダーの調整や関係各

所との協議を進めていく。 

 

 フットサル事業（全日本 U-18 フットサル選手権、全日本 U-12 フットサル選手権、全日本大学フットサル） 

JFA が例年 7 月・8 月に主催している上記大会について、体育館やアリーナといった屋内施設を利用し、施設内の室温、

湿度、気流を適切に管理できる空調設備を完備しています。熱中症対策ガイドラインに則し、事業に関わる皆様の安

全の確保が十分に可能と判断できる環境下であるとの判断の下、従来通りに開催します。 

 

 ビーチサッカー事業（全日本ビーチサッカー大会） 

屋外で実施されるため、本方針に従います。例年 9 月・10 月に開催されている全日本ビーチサッカー大会は、熱中症

ガイドラインに則した事業運営の下に従来通りに開催します。 

 

※ 本文書は、記載の大会の開催時期について、将来的な変更や見直しの可能性を否定するものではありません 

 

7 月・8 月に実施されるフットサルあるいはビーチサッカーの都道府県／地域予選大会や、がある場合は、「暑熱環境下におけ

るサッカー活動について（周知）」に則し、熱中症対策ガイドラインの引き続きの遵守と、安全確保のための適切な対策を講

じていただきますようお願い申し上げます。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

公益財団法人日本サッカー協会 技術部 フットサル・ビーチサッカーグループ（担当:倉田） 

TEL:03-3830-1880 E-mail:jfa_fbs@jfa.or.jp 


